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社会福祉法人上牧町社会福祉協議会評議員の報酬等に関する規程

（目的）

第１条 本規程は、社会福祉法人上牧町社会福祉協議会（以下「本会」と言う。）の定款第10

条の規程に基づき、評議員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（報酬）

第２条 評議員には報酬を支給しない。

（費用弁償）

第３条 評議員には、評議員会及び会長が承認した法人業務の執行等による出席に要する費用

を弁償する。ただし、上牧町の職員を兼ねる評議員には支給しない。

（費用弁償の額）

第４条 費用弁償の額は、社会福祉法人上牧町社会福祉協議会職員旅費規程の支給基準に準じ

て支給する。

（支給日）

第５条 費用弁償の支給日は、第３条による支払い事由の発生した日又は月末締めの翌月１５

日とする。１５日が土、日、祝祭日に当たる場合はその前日とする。

（改廃）

第６条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。


